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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（１）ポリ乳酸（Ｂ）とエポキシ化オイル（Ｃ）とを溶融混練する工程、
（２）（１）の工程の後、スチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）を加えて更に溶融混練す
る工程、
（３）（２）の工程の後、更にポリ乳酸（Ｂ）とスチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）を
加えて溶融混練する工程
を有することを特徴とするスチレン系樹脂組成物の製造方法。
【請求項２】
前記工程（１）におけるポリ乳酸（Ｂ）と、エポキシ化オイル（Ｃ）の使用割合が、ポリ
乳酸（Ｂ）中のカルボキシ基／エポキシ化オイル（Ｃ）中のエポキシ基で表されるモル比
として１／１．１～１／２０の範囲である請求項１記載のスチレン系樹脂組成物の製造方
法。
【請求項３】
前記工程（２）におけるスチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）の使用割合が、（１）の工
程において、ポリ乳酸（Ｂ）中のカルボキシ基全量がエポキシ化オイル（Ｃ）中のエポキ
シ基と反応した場合の理論残存エポキシ基のモル数に対して、スチレンメタクリル酸共重
合体（Ａ）中のカルボキシ基のモル数が０．１～１５０倍の範囲になるように用いるもの
である請求項１又は２記載のスチレン系樹脂組成物の製造方法。
【請求項４】
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前記工程（３）におけるポリ乳酸（Ｂ）の使用割合が、工程（２）の後の理論質量に対し
て０．５～２．０倍の範囲である請求項１～３の何れか１項記載のスチレン系樹脂組成物
の製造方法。
【請求項５】
前記工程（３）におけるスチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）の使用割合が、工程（２）
の後の理論質量に対して０．５～５．０倍の範囲である請求項１～４の何れか１項記載の
スチレン系樹脂組成物の製造方法。
【請求項６】
スチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）が、メタクリル酸成分由来の含有率が２～２０質量
％であるスチレンメタクリル酸共重合体である請求項１～５の何れか１項記載のスチレン
系樹脂組成物の製造方法。
【請求項７】
メタクリル酸成分由来の含有率が２～２０質量％であるスチレンメタクリル酸共重合体（
Ａ）と、ポリ乳酸（Ｂ）と、エポキシ化オイル（Ｃ）とを含有することを特徴とするスチ
レン系樹脂組成物。
【請求項８】
前記エポキシ化オイル（Ｃ）が、エポキシ化大豆油又はエポキシ化亜麻仁油である請求項
７記載のスチレン系樹脂組成物。
【請求項９】
メタクリル酸成分由来の含有率が２～２０質量％であるスチレンメタクリル酸共重合体（
Ａ）とポリ乳酸（Ｂ）とエポキシ化オイル（Ｃ）とが反応してなる化合物（Ｄ）を含むも
のである請求項７又は８記載のスチレン系樹脂組成物。
【請求項１０】
前記化合物（Ｄ）が、ポリ乳酸（Ｂ）中のカルボキシ基と、エポキシ化オイル（Ｃ）中の
エポキシ基の一部とを反応させた後、更にメタクリル酸成分由来の含有率が２～２０質量
％であるスチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）を反応系に加えて残りのエポキシ基と、メ
タクリル酸成分由来の含有率が２～２０質量％であるスチレンメタクリル酸共重合体（Ａ
）中のカルボキシ基を反応させて得られるブロック共重合体である請求項９記載のスチレ
ン系樹脂組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スチレンメタクリル酸共重合体とポリ乳酸とエポキシ化オイルを含有したス
チレン系樹脂組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、生分解性を有する各種ポリマーを含有したプラスチック製品を使用することは、
環境保護の観点から、植物由来原料の使用が石油資源節約の観点から好ましいことが一般
消費者にも認識されるようになり、工業製品にも生分解性ポリマー、植物由来ポリマーを
原料とする試みが広く行われてきている。
【０００３】
　特にポリ乳酸は、植物由来かつ生分解性を有するポリマーであり、かつ生分解性ポリマ
ーの中でも、比較的高い融点と強靭性、透明性、耐薬品性を兼ね備えている点から、実用
上優れたポリマーと認識されている。
【０００４】
　一方、スチレン系樹脂は、成形加工性に優れ、剛性などの実用物性に優れている。そこ
で、これら樹脂の特長をそれぞれ生かす検討がなされている。例えば、スチレン系樹脂と
ポリ乳酸とを配合し、流動性の確保及び機械物性の改良を行う検討がなされている（例え
ば、特許文献１参照）。しかしながら、スチレン系樹脂とポリ乳酸の相溶性は非常に悪く
、単純に配合・溶融混合しただけでは、市場が求める物性やそれぞれの樹脂特性を活かし
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た製品設計をすることは困難である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－５０４２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記実情に鑑み、本発明が解決しようとする課題は、スチレン系樹脂及びポリ乳酸の有
するそれぞれの有用性を損なうことなくこれらを併用してなるスチレン系樹脂組成物を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、上記の課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、スチレン系樹脂とポリ
乳酸とエポキシ化オイルを含有することで分散性不良を解決し、成形性、強度、耐熱性及
び耐油性等に優れるスチレン系樹脂組成物を提供できることを見出し、本発明を完成する
に至った。
【０００８】
　すなわち本発明は、スチレンメタクリル酸共重合体とポリ乳酸とエポキシ化オイルを含
有することを特徴とするスチレン系樹脂組成物及び製造方法を提供するものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明のスチレン系樹脂組成物は、成形性、機械的強度及び耐油性等が良好である。ま
た、植物由来の樹脂を配合することで環境負荷低減することができ、各種汎用成形体に使
用することも可能となり、環境保護の観点から好ましい。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に本発明を詳細に説明する。
　本発明で用いられるスチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）は、スチレン系モノマーとメ
タクリル酸との共重合体であり、共重合形式はブロックであってもランダムであっても良
い。後述のポリ乳酸（Ｂ）との分散性（相溶化）の観点から、メタクリル酸成分由来の含
有率が２～２０質量％であることが好ましく、特に５～１５質量％であることがより好ま
しい。スチレン系モノマーとしては、スチレン及びその誘導体；例えばスチレン、メチル
スチレン、ジメチルスチレン、トリメチルスチレン、エチルスチレン、ジエチルスチレン
、トリエチルスチレン、プロピルスチレン、ブチルスチレン、ヘキシルスチレン、ヘプチ
ルスチレン、オクチルスチレン等のアルキルスチレン、フロロスチレン、クロロスチレン
、ブロモスチレン、ジブロモスチレン、ヨードスチレン等のハロゲン化スチレン、更にニ
トロスチレン、アセチルスチレン、メトキシスチレン等が挙げられ、単独でも２種以上を
併用してもよい。これらの中でも、汎用性に優れる点からスチレンモノマーを使用するこ
とが好ましい。
【００１１】
　本発明で使用するスチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）の流動性としては、加工特性の
観点から、１～２０ｇ／１０ｍｉｎ．（２３０℃、３７．３Ｎ）の範囲にあることが好ま
しい。
【００１２】
　本発明で用いるポリ乳酸（Ｂ）は、例えば、とうもろこしやイモ類などから得たでんぷ
んを糖化して、更に乳酸菌により乳酸を得て、次に乳酸を環化反応させてラクチドとし、
これを開環重合して得られる、一般的に入手可能なポリ乳酸（Ｂ）を用いることができる
。また、石油からラクチドを合成し、これを開環重合して得たポリ乳酸でも、あるいは石
油から乳酸を得て、これを直接脱水縮合して得たポリ乳酸を用いても良い。
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【００１３】
　また、ポリ乳酸を構成する乳酸は、Ｌ－乳酸とＤ－乳酸を混合して用いることもできる
が、得られる組成物を成形体としたときの当該成形体の耐熱性に優れる点から、Ｌ－乳酸
もしくはＤ－乳酸の何れか一方の異性体からなるものであることが好ましく、具体的には
、Ｄ体含有率（原料として用いる乳酸全体質量に対するＤ－乳酸の割合）が３．０％以下
であるものが好ましい。
【００１４】
　さらに、ポリ乳酸（Ｂ）には、主たる構成モノマーであるＤ－乳酸およびＬ－乳酸以外
に他の成分が共重合されても良い。他の共重合成分としては、エチレングリコール、プロ
ピレングリコール、ブタンジオール、シュウ酸、アジピン酸、セバシン酸等を挙げること
ができる。このような共重合成分は、全単量体成分中、通常０～３０モル％の含有量とす
ることが好ましく、さらに０～１０モル％であることがより好ましい。
【００１５】
　ポリ乳酸（Ｂ）の分子量や分子量分布は、実質的に成形加工が可能であれば特に限定さ
れないが、重量平均分子量としては、好ましくは１万～４０万、より好ましくは４万～２
０万の範囲である。
【００１６】
　エポキシ化オイル（Ｃ）のエポキシ変性に供されるオイル成分は、特に限定されるもの
ではないが、本発明で得られる組成物を食品包装材として好適に用いることができる観点
より、天然由来のオイル成分であることが好ましく、牛脂、豚脂、魚等の動物油や、植物
油等が挙げられる。
【００１７】
　植物油は、通常、脂肪酸とグリセリンとの間でのトリエステル（トリグリセリド）であ
る脂肪酸トリグリセリドを主成分とするものであり、脂肪酸成分としてオレイン酸、リノ
レン酸、リノール酸等の不飽和脂肪酸（炭素－炭素二重結合を主鎖中に有する脂肪酸）を
含むものである。この、炭素－炭素結合を、一般的には過酸（ペルカルボン酸）またはそ
の他のペルオキシ化合物を用いて容易にエポキシ化することができる。
【００１８】
　植物油としては例えば、脱水ひまし油、桐油、亜麻仁油、ひまわり油、ローズヒップ油
、荏油等の乾性油や、大豆油、菜種油、サフラワー油、綿実油、胡麻油、トウモロコシ油
等の半乾性油が挙げられる。これらの中でも、亜麻仁油または大豆油が好ましい。すなわ
ち、エポキシ化植物油として、亜麻仁油をエポキシ変性して得られるエポキシ化亜麻仁油
、または大豆油をエポキシ変性して得られるエポキシ化大豆油が好ましい。亜麻仁油およ
び大豆油は、出発原料として安定性が高く、また、構造中に比較的多くの炭素－炭素二重
結合を有することによる。
【００１９】
　エポキシ化オイルとしては、市販されているものをそのまま使用することができ、例え
ば、エポキシ化大豆油としては株式会社ＡＤＥＫＡ製「アデカサイザーＯ－１３０Ｐ」、
日油株式会社製「ニューサイザー５１０Ｒ」、花王株式会社製「カポックスＳ－６」、Ｄ
ＩＣ株式会社製「エポサイザーＷ－１００－ＥＬ」等、エポキシ化アマニ油として株式会
社ＡＤＥＫＡ製「アデカサイザーＯ－１８０Ａ」、日油株式会社製「ニューサイザー５１
２」、ＤＩＣ株式会社製「エポサイザーＷ－１０９」等が挙げられる。
【００２０】
　スチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）とポリ乳酸（Ｂ）とエポキシ化オイル（Ｃ）の混
錬については、乾燥させたスチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）とポリ乳酸（Ｂ）にエポ
キシ化オイル（Ｃ）をドライブレンドした後、押出機を用いて調整することが可能である
。
【００２１】
　さらに分散性や物性を向上させる手段として、スチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）と
ポリ乳酸（Ｂ）とエポキシ化オイル（Ｃ）を反応してなる化合物（Ｄ）が含まれるものが
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より好ましい。
【００２２】
　前記化合物（Ｄ）を得る方法としては、下記の方法（工程）が挙げられる。
【００２３】
　工程（１）：乾燥させたポリ乳酸（Ｂ）〔末端変性されていないもの（カルボキシル基
残存）〕とエポキシ化オイル（Ｃ）とをドライブレンドし、溶融混錬機にてポリ乳酸（Ｂ
）のカルボキシル基とエポキシ化オイル（Ｃ）のエポキシ基を反応させる。
　工程（２）：工程（１）の工程で得られた反応混合物に、乾燥させたスチレンメタクリ
ル酸共重合体（Ａ）をドライブレンドし、工程（１）で得られた反応混合物に残存するエ
ポキシ基とスチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）のカルボキシル基とを反応させる。
【００２４】
　上記化合物（Ｄ）を得る条件として、ポリ乳酸（Ｂ）とエポキシ化オイル（Ｃ）の使用
割合が、ポリ乳酸（Ｂ）中のカルボキシル基／エポキシ化オイル（Ｃ）中のエポキシ基で
表せるモル比として１／１．１～１／２０であることが好ましい。カルボキシ基量が多い
と次工程で反応させるエポキシ基が不足することになり、また、カルボキシ量が少ないと
化合物（Ｄ）を効率よく得ることができにくくなるからである。尚、各モル数は、各物質
の分子量、添加量、ポリ乳酸のカルボキシ基数、エポキシ化オイルの１分子中のエポキシ
基数を用いて求めた。
【００２５】
　上記化合物（Ｄ）を好適に得られる条件としては、工程（１）において、ポリ乳酸（Ｂ
）中のカルボキシ基全量がエポキシ化オイル（Ｃ）中のエポキシ基と反応した場合の理論
残存エポキシ基のモル数に対して、スチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）中のカルボキシ
基のモル数が０．１～１５０倍の範囲になるように用いることが好ましい。この範囲であ
れば、スチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）のカルボキシル基のモル数とエポキシ基との
反応効率が高められ、また、分子間架橋を抑制し、ゲル化を防止することができる。尚、
モル数については、スチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）については、添加量、スチレン
メタクリル酸共重合体内のメタクリル酸比率、スチレンメタクリル酸共重合体の分子量よ
り求めた。工程（１）における理論残存エポキシ基のモル数については、工程（１）で加
えたエポキシ化オイルのエポキシ基総モル数からポリ乳酸のカルボキシ基の総モル数を引
いたものである。
【００２６】
　化合物（Ｄ）とスチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）とポリ乳酸（Ｂ）を加えて溶融混
錬する場合の質量比率としては、化合物（Ｄ）の理論質量に対して、スチレンメタクリル
酸共重合体（Ａ）が０．５～５．０倍、ポリ乳酸（Ｂ）が０．５～２．０倍であることが
好ましい。全体質量に対する化合物（Ｄ）の割合がこの範囲であれば、分散性が向上し、
得られる成形体の機械特性が良好となる。
【００２７】
　樹脂の混合順序についても特に制限はなく、例えば、スチレンメタクリル酸共重合体（
Ａ）、ポリ乳酸（Ｂ）、エポキシ化オイル（Ｃ）、及び化合物（Ｄ）を単離した後これら
をドライブレンドし、更に溶融混練機に供する方法や、予めスチレンメタクリル酸共重合
体（Ａ）と単離した化合物（Ｄ）、ポリ乳酸（Ｂ）と単離した化合物（Ｄ）とを溶融混練
したマスターバッチを作製した後、このマスターバッチとスチレンメタクリル酸共重合体
（Ａ）やポリ乳酸（Ｂ）とを溶融混練する方法であってもよい。化合物（Ｄ）を溶融混練
機から取り出すことなく、未反応成分を含む状態で、スチレンメタクリル酸共重合体（Ａ
）やポリ乳酸（Ｂ）を添加する方法であってもよい。
【００２８】
　また、必要に応じて、その他の添加剤を同時に溶融混練する方法や、予めスチレンメタ
クリル酸共重合体（Ａ）やポリ乳酸（B）とその他の添加剤を溶融混練したマスターバッ
チを作製した後、このマスターバッチとスチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）及びポリ乳
酸（Ｂ）とを溶融混練する方法を用いても良い。
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【００２９】
　また、各成分を溶融混練する時の温度は１８０℃～２６０℃の範囲であることが好まし
く、化合物（Ｄ）を工程中で効率よく生成できる観点、及びポリ乳酸（Ｂ）の熱による劣
化を防ぐ観点、及びポリ乳酸（Ｂ）とスチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）の混練性の観
点から、各成分を溶融混練する時の温度は１９０℃～２４０℃の範囲であることがより好
ましい。
【００３０】
　また、本発明では、スチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）、ポリ乳酸（Ｂ）、エポキシ
化オイル（Ｃ）や化合物（Ｄ）を上記の配合割合で用いるものであるが、必要に応じてそ
のほかの樹脂や各種添加剤を併用してスチレン系樹脂組成物としてもよい。
【００３１】
　各種添加剤としては、例えば、帯電防止剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、滑剤、アンチ
ブロッキング剤、熱安定化剤などが挙げられる。
【００３２】
　得られたスチレン系樹脂組成物は、特にスチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）とポリ乳
酸（Ｂ）との相溶性が向上し、優れた成形性を有し、得られる成形体の機械物性が良好で
ある。そのため、射出成形、シート押出成形、発泡成形、真空成形、ブロー成形などの成
形方法を用いることが可能である。また、各種用途に用いることができる。具体的には、
電気・電子機器用部品、自動車用部品、包装用途、日用雑貨などに好適に用いることがで
きる。
【実施例】
【００３３】
　以下、実施例を挙げて本発明をさらに説明するが、本発明はこれら実施例に何ら限定さ
れるものではない。特に断りのない限り、部及び％はいずれも質量基準である。
【００３４】
　尚、原料、中間原料、得られたスチレン系樹脂組成物の物性等については以下の方法で
測定し、評価した。
【００３５】
（１）分子量測定（スチレンメタクリル酸共重合体、ポリ乳酸）
　高速ＧＰＣ　ＨＬＣ－８２２０（東ソー株式会社製）、カラム（ＴＳＫ－ＧＥＬＧＭＨ
ＸＬ×２）を使用し、サンプル５ｍｇを１０ｇのＴＨＦに溶解した溶液を装置に注入（２
００μＬ）し、流量：１ｍｌ／分（ＴＨＦ）、恒温槽温度：４０℃、ＲＩ検出器にて測定
した。
【００３６】
（２）分散状態（相溶性）観察
　サンプルを切り出し、ウルトラミクロトームで断面を作製したものを、光学顕微鏡にて
確認した。分散性良好を○、分散性ほぼ良好を△、分散性不良を×とした。
【００３７】
（３）曲げ試験
　測定サンプル（形状：幅１０ｍｍ、厚さ：２．０ｍｍ）を曲げ試験機（インストロン社
）で測定した。（条件：スパン比：４０ｍｍ、速度：２．０ｍｍ／分）７５ＭＰａ未満の
ものを×、７５ＭＰａ以上８０Ｍｐａ未満のものを△、８０ＭＰａ以上のものを○とした
。　
【００３８】
（４）耐油性
　スチレン系樹脂組成物を熱版プレス機（２３０℃）にて、厚み１００μｍのシートを作
製し、１００×２０ｍｍの短冊に切り出し、直径９０ｍｍの紙管に巻きつけ、食用油（ホ
ワイトＦ－２：不二精機株式会社製）を塗布し、６０℃の恒温装置で静置し、１時間後の
クラック状況を確認した。クラックが入ったものを×、一部クラックが入ったものを△、
変化がないものを○とした。
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【００３９】
　スチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）としては、スチレン／メタクリル酸＝９０／１０
（質量％）、重量平均分子量（Ｍｗ）：３２０，０００、流動性：２．５ｇ／１０ｍｉｎ
．（２３０℃、３７．３Ｎ）を使用した。
【００４０】
　ポリ乳酸（Ｂ）としては、流動性１０ｇ／１０ｍｉｎ（１９０℃、２１．２Ｎ）、Ｄ体
：１．４モル％、重量平均分子量：１８０，０００、末端未変性（カルボキシ基残存）原
料を使用した。
【００４１】
　エポキシ化オイル（Ｃ）としては、エポキシ化大豆油としてＤＩＣ株式会社製「エポサ
イザーＷ－１００－ＥＬ」（分子量：９３３）、エポキシ化アマニ油としてＤＩＣ株式会
社製「エポサイザーＷ－１０９」（分子量：９７５）を使用した。
【００４２】
　参考例１（化合物Ｄ－１の合成）
　工程（１）：ラボプラストミル〔ミキサー（Ｒ－６０）（東洋精機）、以下、ラボプラ
ストミルは全て同じ〕に乾燥させたポリ乳酸：５０ｇ、エポサイザーＷ－１００－ＥＬ：
０．１ｇを加えて（カルボキシル基／エポキシ基のモル比＝１／１．１５）、２１０℃、
３０分溶融混錬した。
【００４３】
　工程（２）：ラボプラストミルに工程（１）で得られた反応混合物：０．２１２ｇ、ス
チレンメタクリル酸共重合体：５０ｇを加えて（工程（１）の理論残存エポキシ基モル数
／スチレンメタクリル酸共重合体のカルボキシ基モル数＝１／８５．７）、２１０℃、３
０分溶融混錬し、化合物Ｄ－１を含む混合物を得た。
【００４４】
　参考例２（化合物Ｄ－２の合成）
　工程（１）：ラボプラストミルに乾燥させたポリ乳酸：５０ｇ、エポサイザーＷ－１０
０－ＥＬ：０．３ｇを加えて（カルボキシル基／エポキシ基のモル比＝１／３．４６）、
２１０℃、３０分溶融混錬した。
【００４５】
　工程（２）：ラボプラストミルに工程（１）で得られた反応混合物：０．２１２ｇ、ス
チレンメタクリル酸共重合体：５０ｇを加えて（工程（１）の理論残存エポキシ基モル数
／スチレンメタクリル酸共重合体のカルボキシ基モル数＝１／５．４）、２１０℃、３０
分溶融混錬し、化合物Ｄ－２を含む混合物を得た。
【００４６】
　参考例３（化合物Ｄ－３の合成）
　工程（１）：ラボプラストミル乾燥させたポリ乳酸：５０ｇ、エポサイザーＷ－１０９
：０．１５ｇを加えて（カルボキシル基／エポキシ基のモル比＝１／３．３２）、２１０
℃、３０分溶融混錬した。
【００４７】
　工程（２）：ラボプラストミルに工程（１）で得られた反応混合物：０．５３ｇ、スチ
レンメタクリル酸共重合体：５０ｇを加えて（工程（１）の理論残存エポキシ基モル数／
スチレンメタクリル酸共重合体のカルボキシ基モル数＝１／２．３）、２１０℃、３０分
溶融混錬し、化合物Ｄ－３を含む混合物を得た。
【００４８】
　参考例４（化合物Ｄ－４の合成）
　工程（１）：ラボプラストミルに乾燥させたポリ乳酸：５０ｇ、エポサイザーＷ－１０
９：０．４５ｇを加えて（カルボキシル基／エポキシ基のモル比＝１／９．９７）、２１
０℃、３０分溶融混錬した。
【００４９】
　工程（２）：ラボプラストミルに工程（１）で得られた反応混合物：０．５３ｇ、スチ
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レンメタクリル酸共重合体：５０ｇを加えて（工程（１）の理論残存エポキシ基モル数／
スチレンメタクリル酸共重合体のカルボキシ基モル数＝１／０．６）、２１０℃、３０分
溶融混錬し、化合物Ｄ－４を含む混合物を得た。
【００５０】
　実施例１
　スチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）：３５ｇ、ポリ乳酸（Ｂ）：１５ｇ、エポキシ化
大豆油：０．１ｇをドライブレンドし、ラボプラストミルを用いて２３０℃で１５分混錬
して、スチレン系樹脂組成物を得た。
【００５１】
　実施例２
　スチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）：１５ｇ、ポリ乳酸（Ｂ）：１５ｇ、参考例１で
得られた化合物（Ｄ－１）を含む混合物：１５ｇをドライブレンドし、を用いて２３０℃
で１０分混錬して、スチレン系樹脂組成物を得た。
【００５２】
　実施例３
　スチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）：２７ｇ、ポリ乳酸（Ｂ）：９ｇ、参考例１で得
られた化合物（Ｄ－１）を含む混合物：９ｇをドライブレンドし、ラボプラストミルを用
いて２３０℃で１０分混錬して、スチレン系樹脂組成物を得た。
【００５３】
　実施例４
　スチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）：１５ｇ、ポリ乳酸（Ｂ）：１５ｇ、参考例２で
得られた化合物（Ｄ－２）を含む混合物：１５ｇをドライブレンドし、ラボプラストミル
を用いて２３０℃で１０分混錬して、スチレン系樹脂組成物を得た。
【００５４】
　実施例５
　スチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）：２７ｇ、ポリ乳酸（Ｂ）：９ｇ、参考例２で得
られた化合物（Ｄ－２）を含む混合物：９ｇをドライブレンドし、ラボプラストミルを用
いて２３０℃で１０分混錬して、スチレン系樹脂組成物を得た。
【００５５】
　実施例６
　スチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）：１５ｇ、ポリ乳酸（Ｂ）：１５ｇ、参考例３で
得られた化合物（Ｄ－３）を含む混合物：１５ｇをドライブレンドし、ラボプラストミル
を用いて２３０℃で１０分混錬して、スチレン系樹脂組成物を得た。
【００５６】
　実施例７
　スチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）：２７ｇ、ポリ乳酸（Ｂ）：９ｇ、参考例３で得
られた化合物（Ｄ－３）を含む混合物：９ｇをドライブレンドし、ラボプラストミルを用
いて２３０℃で１０分混錬して、スチレン系樹脂組成物を得た。
【００５７】
　実施例８
　スチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）：１５ｇ、ポリ乳酸（Ｂ）：１５ｇ、参考例４で
得られた化合物（Ｄ－４）を含む混合物：１５ｇをドライブレンドし、ラボプラストミル
を用いて２３０℃で１０分混錬して、スチレン系樹脂組成物を得た。
【００５８】
　実施例９
　スチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）：２７ｇ、ポリ乳酸（Ｂ）：９ｇ、参考例４で得
られた化合物（Ｄ－４）を含む混合物：９ｇをドライブレンドし、ラボプラストミルを用
いて２３０℃で１０分混錬して、スチレン系樹脂組成物を得た。
【００５９】
　比較例１
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　スチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）３５ｇ、ポリ乳酸（Ｂ）１５ｇをドライブレンド
し、ラボプラストミルを用いて２３０℃で１０分混錬して、スチレン系樹脂組成物を得た
。
【００６０】
　比較例２
　スチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）１６．６ｇ、ポリ乳酸（Ｂ）３３．４ｇをドライ
ブレンドし、ラボプラストミルを用いて２３０℃で１０分混錬して、スチレン系樹脂組成
物を得た。
【００６１】
　比較例３
　スチレンメタクリル酸共重合体（Ａ）について、上記樹脂組成物と同様の評価を行った
【００６２】
　評価結果を表１～３に示す。
【００６３】

【表１】

【００６４】
【表２】

【００６５】
【表３】
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